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中小企業向け「健康経営」500社認定      
385万社の従業員の健康増進をうたう 

 

アベノミクスがもたつき始めた。多くの見方

は賃金と消費という２つの巨大な国の基幹エン

ジンがうまく連動しないメカニズムに原因があ

るという。たとえば雇用環境が好転しているの

に、企業や市場や消費者にはその勢いが反映さ

れない。「有効求人倍率は 24年ぶりの高水準」

と政府が大喜びしても国民はクールだ。政府の

いらだちは結局、消費再増税の再延期で国民の

関心を選挙に向けさせるようにみえる。 

とはいえ経済状況は日進月歩で進む。４月か

らの政府の経済施策で分かりやすかったのが中

小企業にも「健康経営」500社認定－低利融資な

どで優遇という発表だ。これまで経済産業省が

大企業向け認定してきたが対象枠を広げた。 

企業の経営理念として従業員の健康増進をう

たう「健康経営宣言」を行う中小企業を１万社

以上募集。その後、健康経営を実施する上での

法令順守の状況や施策の達成度を評価し約 500

社を優良企業に認定する。これが「健康経営優

良企業認定制度」の骨子だ。インセンティブに

従業員の健康増進に積極的に取り組む企業に低

金利融資を検討。対象となるのは資本金１億円

未満、従業員 300 人未満の会社や法人。対象と

なる企業は約 385 万社となる見通し。経営者は

「従業員の健康対策なら賛成」だが、労使とも

「医療費も介護費用も負担は限界」が本音。こ

れに厚労省の安全衛生優良企業の評価指標も加

えると万全だが…。 

 

全国で３万店舗を超えた消費税免税店      
半年間で三大都市圏・地方とも２割増 

 

消費税免税店（輸出物品販売場）店舗数は、2015

年 10月１日で２万 9047店だったが、観光庁のま

とめによると、４月１日時点では３万 5202店と、

半年間で 6155 店（21.1％）も増加して３万店舗

を超えた。 

要因は、国・民間による様々な面からの観光立

国推進策が図られ、訪日外国人旅行者数が順調に

伸びているため。ここ数年にわたる税制改正にお

いて地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税

制度の拡充が大きく影響している。 

2014年度税制改正では、2014年 10月から、従

来免税販売の対象ではなかった消耗品（食料品、

飲料品、薬品類、化粧品類など）を含めた全ての

品目を消費税免税の対象とした。 

また、2015 年度税制改正では、手続委託型免

税店制度が創設され、2015 年４月１日以降は、

商店街等に設置された「免税手続カウンター」

を営む事業者に、各免税店が免税手続きを委託

して、同カウンターで各店舗の免税手続きをま

とめて行うことが可能となっている。 

この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏

が 21.1％増、地方が 21.3％増とともに２割を超

えていて、全国万遍なく増えている。 

 なお、2016年度税制改正では、2016年５月

１日から、免税対象となる最低購入額は、一般

物品が１万円超から 5000 円以上に引き下げら

れ、これに合わせ消耗品（飲食料品や化粧品等）

も 5000円超から 5000円以上とされている。 

 


